
お
知
ら
せ

募
　
集

催
し
物

催
し
物

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

募
　
集

募
　
集

問
山
武
保
健
所（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
0
4
7
5（
54
）0
6
1
1

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
4
7
6（
93
）5
7
1
1

11
月
は「
動
物
に
よ
る
危
害
防
止

対
策
強
化
月
間
」で
す

　
飼
い
主
の
み
な
さ
ん
は
、
動
物
に
よ
る

事
故
や
迷
惑
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
点

に
注
意
し
、
適
切
な
管
理
や
し
つ
け
を
行

い
ま
し
ょ
う
。ま
た
、動
物
は
責
任
を
も
っ

て
最
期
ま
で
面
倒
を
み
ま
し
ょ
う
。
や
む

を
得
な
い
事
情
で
飼
え
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
す
、
ま
た
は
最

寄
り
の
保
健
所
・
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
へ

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

人
が
犬
に
か
ま
れ
る
事
故
が
、
令
和
5
年

度
は
県
内
で
2
2
3
件
発
生

・
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
で
す
。
散
歩
は

短
い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う

・
犬
の
登
録
と
年
1
回
の
狂
犬
病
予
防
接

種
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
い

主
の
義
務
で
す

・
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

・
サ
ル
、
ヘ
ビ
な
ど
の
危
険
な
動
物（
特

定
動
物
）を
飼
う
場
合
は
、
保
健
所
の

許
可
が
必
要
で
す

◎
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
犬

の
正
し
い
飼
い
方
・
し
つ
け
方
教
室
」

を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
学
校
の
授
業
や
地
元
の
勉
強
会

等
に
講
師
を
派
遣
し
て
、
動
物
愛
護
、

犬
・
猫
の
正
し
い
飼
い
方
、
犬
の
し
つ

け
方
お
よ
び
動
物
由
来
感
染
症
等
に
関

す
る
講
演
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
動
物
を
飼
う
前
に
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
、

動
物
と
暮
ら
す
と
き
に
気
を
つ
け
て
ほ

し
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
動
画
が
確

認
で
き
ま
す
。

問
産
業
課
農
地
整
備
班

　
☎（
84
）1
2
1
5

土
地
改
良
施
設（
水
路
）の

維
持
管
理
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
水
路
は
、
農
業
用
水
を
田
畑
へ
導
く
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
住
民
の
生
活
排

水
を
河
川
へ
放
流
す
る
た
め
の
重
要
な
施

設
で
す
。

　
現
状
、
草
刈
り
や
土
の
撤
去
な
ど
の
日

常
的
な
維
持
管
理
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん

に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、
土
地
改
良
施
設
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

申
問
産
業
課
農
地
整
備
班

　
　
☎（
84
）1
2
1
5

　
　
農
業
委
員
会

　
　
☎（
84
）1
2
4
2

問（
公
社
）千
葉
県
園
芸
協
会
農
地
部

　
☎
0
4
3（
2
2
3
）3
0
1
1

農
地
の
賃
貸
借
方
法
が

変
わ
り
ま
す

　
令
和
7
年
4
月
以
降
、
原
則
と
し
て
農

地
の
賃
貸
借
契
約
は
、
農
地
中
間
管
理
機

構（
以
下
、
機
構
と
い
う
。）を
経
由
し
た

契
約
方
法
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
農
地
の
賃
貸
借
の
新
規
契
約
や
更
新
を

検
討
中
の
方
は
、
産
業
課
農
地
整
備
班
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
機
構
と
協
力
し
て
農

地
の
貸
借
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
従
来
の
基
盤
強
化
法
を
用
い
た

賃
貸
借
契
約
は
、
令
和
7
年
1
月
中
旬
ま

で
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
併

せ
て
産
業
課
農
地
整
備
班
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
従
来
の
農
地
法
第
三
条
に
よ
る

農
地
の
賃
貸
借
は
、
引
き
続
き
農
業
委
員

会
で
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※（
公
社
）千
葉
県
園
芸
協
会
は
、
千
葉
県

か
ら
農
地
中
間
管
理
機
構
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
課
農
地
整
備
班

　
☎（
84
）1
2
1
5

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更

（
農
振
除
外
）に
関
す
る
お
知
ら
せ

　
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
定

め
ら
れ
た
農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、
農

用
地
以
外
の
用
途
に
す
る
場
合
に
は
、
転

用
手
続
き
の
前
に
農
用
地
区
域
か
ら
除
外

す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
町
で
は
、
農
用
地
区
域
内
農
地
の
除
外

申
請
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

　
ま
た
、
除
外
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の

条
件
を
す
べ
て
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
具
体
的
な
事
業
計
画
が
あ
る
方
は
、

事
前
に
産
業
課
農
地
整
備
班
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
12
月
2
日（
月
）～
16
日（
月
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

↑動画は
　こちら
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